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新見公立大学学則（案） 

平成 22 年 4 月 1 日 

規 則 第 １ 号 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 新見公立大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(昭和 22 年法律第

25 号)及び学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の趣旨に基づき、広く教養を高

めるとともに、保健医療に関し、深く専門の知識と技能を教授研究し、良き社

会人として、市民の生活及び文化の向上並びに地域又は社会における保健医療

及び福祉の向上並びに我が国の看護学の進展に貢献することを目的とする。 

（自己評価） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、前条の目的及び社会的使

命を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価について必要な事項は、別に定める。 

 

第２章 学部、学科、学生定員及び修業年限 

（学部、学科及び学生定員） 

第３条 本学において設置する学部、学科及びその学生定員は、次のとおりとす

る。 

学部名 学科名 入学定員 収容定員 

看護学部 看護学科 ６０人 ２４０人 

（修業年限及び在学期間） 

第４条 本学の修業年限は、４年とする。 
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２ 学生の在学期間は、８年を超えることができない。 

第３章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第５条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第６条 学年を区分して、次の２期とする。 

前学期 ４月１日から９月３０日まで 

後学期 １０月 1 日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第７条 休業日は次のとおりとする。 

（１） 日曜日及び土曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

（３） 大学開学記念日 

（４） 春期休業日 ３月１５日から３月３１日まで 

（５） 夏期休業日 ８月１日から９月３０日まで 

（６） 冬期休業日 １２月２５日から翌年１月１０日まで 

２ 前項の規定にかかわらず学長は必要があると認めた場合は、臨時に休業日を

設け、又は休業日を変更することができる。 

 

第４章 入学、退学及び休学等 

（入学の時期） 

第８条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格）  

第９条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

（１） 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

（２） 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、又は通常の課程以

外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者 

（３） 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

（４） 専修学校の高等課程(修業年限が３年以上であることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定する

ものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 

（５） 文部科学大臣の指定(学校教育法施行規則第 69 条第 3 号)した者 

（６） 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（７） 文部科学大臣が、高等学校の課程に相当する課程を有するものとして

指定した在外教育施設の当該課程を修了した者(昭和 53 年文部省令第 23

号) 

（８） １８歳に達し、本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者

と同等以上の学力があると認めた者 

（入学の出願） 
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第１０条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて、所定

の期日までに学長に提出しなければならない。 

２ 提出すべき書類、提出の時期及び方法等については、別に定める。  

（入学者の選考） 

第１１条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（合格者の決定） 

第１２条 前条の選考による合格者の決定は、教授会の議を経て学長が行う。  

（入学の手続き及び入学の許可） 

第１３条 前条の合格者は、指定の期日までに、本学所定の書類を提出するとと

もに、公立大学法人新見公立大学の授業料等に関する規程に定める入学料を納

付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（転入学） 

第１４条 学長は、本学に転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に

限り選考のうえ相当年次に入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により入学する場合は、第１０条から第１３条までの規定を適用する。 

（再入学） 

第１５条  第１９条の規定により本学を退学した者で、本学に再び入学を希望す

るときは、学長は選考のうえ相当年次に入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により入学する場合は、第１０条、第１１条及び第１３条の規定

を適用する。ただし、卒業若しくは退学の日から１年以内に再入学する場合は、

公立大学法人新見公立大学の授業料等に関する規程に定める入学料は、免除す

る。 

（保証人） 

第１６条 入学(転入学等を含む。)を許可された者は、保証人２名を定め、本学

の指定する期間内に届け出なければならない。 

２ 保証人は、独立の生計を営む成年の者でなければならない。 

３ 保証人は、学生の在学中、当該学生に関する一切の事項について責任を負う

ものとする。 

４ 保証人が死亡し、又はその資格を欠くに至ったときは、保証人を補充しなけ

ればならない。 

５ 保証人の住所、氏名等に変更があったときは、直ちに届け出なければならな

い。 

（休学） 

第１７条 学生が疾病その他やむを得ない理由により、引続き２月以上修学する

ことができない場合は、学長の許可を得て休学することができる。 

２ 前項の許可は、教授会の議を経て学長が行う。 

３ 疾病のため、修学することが適当でないと認められる者に対しては学長は、

教授会の議を経て休学を命ずることができる。 

４ 休学期間は引続き１年を超えることができない。ただし、特別の理由がある

ときは、１年を限度として休学期間を延長することができる。 
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５ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

６ 休学期間は、第４条に規定する在学期間には算入しない。 

（復学） 

第１８条 休学期間中に復学を希望するときは、学長の許可を得て復学すること

ができる。 

（退学等） 

第１９条 学生が退学しようとするとき、又は他の大学に転学しようとするとき

は、理由書又は医師の診断書を提出し、学長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、教授会の議を経て学長が行う。 

３ 学長は、学生の学業成績が著しく不振であると認める場合は、教授会の議を

経て、当該学生に対して退学を勧告することができる。 

（除籍）      

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍す

る。 

（１） 第４条第２項に規定する在学期間を超えた者 

（２） 第１７条第５項に規定する期間を経過してなお修業できない者 

（３） 授業料の納付を怠り、督促しても納付しない者 

（４） 死亡又は行方不明の届け出がなされた者 

（５） 学力劣等又は、その他の事由により成業の見込みがないと認められた

者 

 

第５章 教育課程及び履修方法等 

（授業科目及び単位数） 

第２１条 本学において開設する基礎分野、専門基礎分野、専門分野に関する授

業科目並びにその単位数は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項に定める授業科目のほか、必要がある場合は、教授会の議を経て臨時に

授業科目を開設することができる。 

（単位の計算方法） 

第２２条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業によ

る教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとす

る。 

 （１） 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で学長が

定める時間の授業をもって 1 単位とする。 

（２） 実習については、３０時間から４５時間までの範囲で学長が定める時

間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これらの学習の

成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には、これらに必

要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

（履修方法） 
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第２３条 本学において開設する授業科目は、これを必修及び選択科目とし、学

生は第２１条に定める授業科目について履修し、各学科所定の単位を修得しな

ければならない。 

２ 授業科目の履修方法については、本学則に定めるもののほか、学長が別に定

める。 

（単位の授与） 

第２４条 授業科目を履修しその試験等に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 試験等に関する規程は、学長が別に定める。 

（学習の評価） 

第２５条 試験等の評価は、優、良、可及び不可の評語をもって表わし、優、良

及び可をもって合格とし、不可は不合格とする。 

（他大学等における授業科目の履修等） 

第２６条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、

学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位については、６０単位を超えない範囲で卒業

の要件となる単位として、教授会の議を経て学長が認定することができる。 

３ 前各項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

（大学等以外の教育施設等における学修） 

第２７条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授

業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第２項により修得したものと

認めた単位数と合わせて、６０単位を超えないものとする。 

３ 前各項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

（入学前の既修得単位等の取り扱い） 

第２８条 教育上有益と認めるときは、第１３条第２項の規定により入学許可さ

れる前に、大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位

(科目等履修により取得したものを含む。)及び前条第１項の規定により与える

単位については合わせて、６０単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位と

して、教授会の議を経て、学長が認定することができる。ただし修業年限を短

縮することはできない。 

２ 第１４条の規定により転入学、若しくは第１５条の規定により再入学を許可

された者のすでに履修した授業科目について修得した単位の取り扱い及び在学

すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定するものとする。 

３ 前各項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第６章 卒業等 

（卒業の要件） 

第２９条 本学を卒業するためには、第４条に定める修業年限以上在学し別表第

１の定めるところにより、１３１単位以上を修得しなければならない。 
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（卒業の認定及び学位の授与） 

第３０条 前条の要件を備えた者には、学長は教授会の議を経て卒業を認定し卒

業証書を授与する。 

２ 卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより次の区分に従い、学士

の学位を授与する。 

学  部 学  科 学  位 

看護学部 看護学科 学士（看護学） 

（資格等の種類） 

第３１条 本学において取得することができる資格及び免許状等の種類は次のと

おりとする。 

学  部 学 科 資    格    等 

看護学部 看護学科 保健師国家試験及び看護師国家試験受験資格 

申請により、養護教諭２種免許状及び第１種衛

生管理者免許 

 

第７章 検定料、入学料及び授業料等 

（検定料等の額） 

第３２条 本学の検定料、入学料及び授業料等の額並びに納付方法については、

別に定める。 

（授業料の減免） 

第３３条 学業成績優秀な者であって、授業料の負担が困難と認められる者につ

いて、別に定めるところによりその授業料を減免することができる。 

 

第８章 教職員組織 

（職員組織） 

第３４条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手並びに事務職員、技術

職員その他必要な職員を置く。 

 

第９章 教授会等 

（教授会） 

第３５条 本学の教育・研究等に関する事項を審議するため教授会を置く。 

２ 教授会は、学長、教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。  

３ 教授会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

（委員会等） 

第３６条 本学に常任委員会その他必要な委員会等を置くことができる。 

２ 委員会に関する規程は、学長が別に定める。 

 

第１０章 科目等履修生及び研究生 

（科目等履修生等） 
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第３７条 本学の開設授業科目のうち、１科目又は数科目を選んで聴講を志願す

る者があるときは、当該科目の授業に支障がない限りにおいて、学長は、選考

のうえ科目等履修生として入学を許可することができる。 

２ 本学において、特別事項についての研究を志願する者があるときは、当該学

部の教育及び研究に支障がない限りにおいて、学長は選考のうえ研究生として

入学を許可することができる。 

３ 科目等履修生及び研究生に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

第１１章 賞罰 

（表彰） 

第３８条 学生として表彰に値する行為があった者は、学長は、教授会の議を経

てこれを表彰することができる。 

（懲戒） 

第３９条 本学の学則に違反し、又は学生の本分に反する行為をした者は、教授

会の議を経て学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができ

る。 

（１） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２） 正当な理由がなくて出席が常でない者 

（３） 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者  

 

第１２章 附属施設 

（厚生補導施設） 

第４０条 本学に、厚生補導施設として相談室、保健室、食堂等を置く。  

２ 厚生補導施設に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

第１３章 雑則 

 （委任） 

第４１条 この学則に定めるもののほか本学の運営に関し必要な事項は、学長が

別に定める。 

                 

  附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 



＊
＊

授 業 科 目

基

礎

分

野

専

門

基

礎

分

野

計

英 語 Ⅰ

心 理 学 概 論
教 育 学

国 際 交 流 活 動

人
間
と
文
化

法 と 倫 理

卒 業 要 件

1
1

選

択

科

目

7

単

位

以

上

20

2

2

必

修

科

目

13

単

位

選

択

科

目

1

単

位

以

上

必

修

科

目

29

単

位

選

択

必

修

科

目

1

単

位

地 域 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

人 間 関 係 論

人 体 機 能 学

情 報 処 理

英 語 Ⅱ
英 会 話 Ⅰ

31

カ ウ ン セ リ ン グ

人
間
と
社
会
自
然
と
情
報

自 然 科 学 Ⅰ

医 療 概 論

保健医療統計学Ⅰ（基礎）

ボ ラ ン テ ィ ア 論

生 命 活 動 と 代 謝

自 然 科 学 Ⅱ

保 健 福 祉 行 政 論

保健医療統計学Ⅱ（応用）

生 涯 ス ポ ー ツ 論

1

2

1

1

3

1

1

1

2

1

1

24

2

1

1

1

2

1

1

2

地域リハビリテーション論

1

1

1

薬 と 疾 病

1

基 礎 病 理 学 Ⅱ （ 各 論 ）

1

2

国 際 保 健 論

人 体 構 造 学

1

1

社 会 福 祉

心 の 健 康 と 疾 患

病態治療学Ｄ（腎・泌尿器・内分泌・代謝）

女 性 の 健 康 と 疾 患
小 児 の 健 康 と 疾 患

医 療 情 報

1

1

1

病態治療学Ｃ（呼吸器・血液・循環器）

1

計

健

康

障

害

と

医

療

臨 床 栄 養 学
疫 学
疫 学 調 査 ・ 疫 学 演 習

微 生 物 学

病態治療学Ａ（各科各論・消化器）

薬 と 健 康

運 動 指 導 論

病態治療学Ｂ（脳・神経・運動器・放射線医学）

単 位 数

必 修 選 択

2

2
2

1

2

1

2

1

2

1

13

29

2

9

1

1

ス
ポ
ー

ツ
実　技

講　義

1

2

人

間

と

社

会

と

医

療

生

命

の

し

く

み

基 礎 病 理 学 Ⅰ （ 総 論 ）

社 会 学

英 会 話 Ⅱ

音 楽

生 活 化 学

美 術
日 本 国 憲 法

別表第１（第２１条、第２９条関係）

ス ポ ー ツ 実 習 Ａ
ス ポ ー ツ 実 習 Ｂ

生 命 倫 理 1

基 礎 ゼ ミ ナ ー ル
哲 学
文 学

人
間
と
言
語

国 語 表 現 法 2

1

英 語 論 文 講 読 入 門

1

1

1
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＊は選択必修科目

80
合 計 119 40 131

卒 業 研 究 Ⅱ （ 実 践 編 ） 3
計 77 7

臨床コミュニケーション特論 1
卒 業 研 究 Ⅰ （ 基 礎 編 ） 1

地 域 医 療 特 論 1
看 護 生 涯 教 育 特 論 1

救 命 救 急 医 療 特 論 1
健 康 危 機 管 理 特 論 1

家 庭 訪 問 実 習 1

看
護
の
探
求
と
発
展

看 護 管 理 1
医 療 安 全 1

学 校 保 健 1
地 域 看 護 学 実 習 4

地 域 保 健 指 導 特 論 1
産 業 保 健 1

健 康 教 育 論 1
地 域 保 健 指 導 論 2

地 域 看 護 活 動 展 開 論 1
保 健 計 画 論 1

地

域

看

護

学

公衆衛生看護学概論Ⅰ（総論） 1
公衆衛生看護学概論Ⅱ（各論） 2
地 域 ケ ア シ ス テ ム 論 1

母子看護学実習Ａ（母性） 2
母子看護学実習Ｂ（小児） 2

母 性 看 護 学 援 助 論 2
小 児 看 護 学 援 助 論 2

母子看護学概論Ａ（母性） 2
母子看護学概論Ｂ（小児） 2

精 神 看 護 学 援 助 論 2
精 神 看 護 学 実 習 2

在 宅 看 護 実 習 2
精 神 看 護 学 概 論 1

必

修

科

目

77

単

位

選

択

科

目

3

単

位

以

上

生活支援看護学実習（コミュニティ） 2
在 宅 看 護 論 1
在 宅 看 護 援 助 論 1

老 年 看 護 学 援 助 論 2
老 年 看 護 学 実 習 2

成人看護学実習Ｂ（慢性期） 4
老 年 看 護 学 概 論 2

成人看護学援助論Ｃ(リハビリテーション期・回復期） 1
成人看護学実習Ａ（急性期） 4

臨
　
　
　
床
　
　
　
看
　
　
　
護
　
　
　
学

成 人 看 護 学 概 論 1
成人看護学援助論Ａ(急性期） 2
成人看護学援助論Ｂ(慢性期・終末期) 2

基 礎 看 護 学 実 習 Ⅰ 1
基 礎 看 護 学 実 習 Ⅱ 2

健 康 障 害 援 助 技 術 論 2
看 護 過 程 論 2

健 康 生 活 援 助 技 術 論 2
療 養 生 活 援 助 技 術 論 2

授 業 科 目

単 位 数

卒 業 要 件
必
修

選
択

専

門

分

野

基

礎

看

護

学

基 礎 看 護 学 概 論 2
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新見公立大学教授会規程（案） 

 

平成２２年４月１日 

規程第     号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、新見公立大学学則第３５条第３項の規定に基づき、教授会（以下

「教授会」という。）に関し、必要な事項を定める。  

 （組織） 

第２条 教授会は、学長、教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。  

２ 事務局長及び各課長は、出席するものとする。  

 （所掌事務） 

第３条 教授会が審議する教育又は研究に関する事項は、次に掲げるとおりとする。  

 （１） 教育研究に関すること。  

 （２） 学生の入学（転入学及び再入学を含む。）退学、転学、休学、復学、除籍、

卒業及び修了に関すること。  

 （３） 学生の試験及び単位の認定に関すること。  

 （４） 学位授与に関すること。  

 （５） 学生の生活支援に関すること。 

 （６） 学生の賞罰に関すること。  

 （７） 規程、学則に基づく学内諸規定に関すること。  

 （８） その他教授会が必要と認める事項に関すること。  

 （定例会及び臨時会）  

第４条 教授会の会議は、定例会及び臨時会とし、学長が議長となる。  

２ 定例会は、原則として毎月一回これを招集する。 

３ 臨時会は、緊急を要するとき、又は第５条第３項の規定による招集の請求があると

きに、その議題に限り招集する。 

 （招集） 

第５条 学長は、教授会を招集する場合は、教授会の開催日時及び付議すべき議題を開

催日の５日前までに第２条に定める教授会の構成員（以下「構成員」という。）に通

知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。  

２ 教授会の招集通知後に緊急を要する議題がある場合は、前項の規定にかかわらず、

これを議題として付議することができる。  

３ 構成員の３分の１以上の者から付議すべき議案及びその理由を示して開催の請求が

あったときは、学長は、教授会を招集しなければならない。この場合において、学長

は、請求のあった日から起算して、原則として７日以内に招集するものとする。  

 （会議の成立等） 

第６条 教授会は、構成員の３分の２以上の者の出席をもって成立する。ただし、次の

各号の一に該当する者は、構成員の総数から除くものとする。 
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 （１） 海外渡航者 

 （２） 内地留学中の者 

 （３） 公務出張中の者及び休職者 

２ 教授会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

３ 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせ

ることができる。 

 （職務代行） 

第７条 学長に事故があるとき、又は欠けたときは、学長があらかじめ指名した構成員

が、職務を代行する。 

 （欠席届） 

第８条 構成員は、病気その他やむを得ない理由により会議に出席することができない

ときは、欠席届（様式）を学長に提出しなければならない。 

２ 前項の欠席届を提出するいとまがないときは、電話等で届け出るものとする。ただ

し、事後にその理由を明記した欠席届を提出しなければならない。  

 （議事録） 

第９条 事務局長は、議事録を作成し、これを保管するものとする。  

２ 議事録には、出席構成員のうち２名が署名押印するものとする。  

３ 構成員が議事録の閲覧を請求するときは、学長が指定する場所において閲覧するこ

とができる。 

 （委任） 

第１０条 学則及びこの規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、

教授会の議を経て学長が定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

様式（第８条関係） 

                          欠 席 届  

  新見公立大学学長 殿  

 

    私は、  年  月  日開催の教授会を欠席します。  

   理由 

 

                                 年  月  日 

                                           学科  

                                           職名  

                                           氏名                          印 
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